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（
文
教
科
学
委
員
会
）

日
本
学
術
会
議
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
第
十
七
条
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
総
合
科
学
技
術
会
議
に
お
け
る
日

本
学
術
会
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
日
本
学
術
会
議
の
所
轄
、
組
織
、
会
員
の
推
薦
方
法
等
を
改

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
所
轄
の
変
更

日
本
学
術
会
議
の
所
轄
を
総
務
大
臣
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
に
変
更
す
る
こ
と
。

二
、
国
際
団
体
へ
の
加
入

国
際
団
体
加
入
時
に
承
認
を
行
う
大
臣
を
内
閣
総
理
大
臣
に
変
更
す
る
こ
と
。

三
、
組
織

１

日
本
学
術
会
議
会
員
（
以
下
「
会
員
」
と
い
う

）
の
任
期
を
六
年
に
変
更
す
る
こ
と
。

。

２

日
本
学
術
会
議
の
副
会
長
を
二
名
か
ら
三
名
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
副
会
長
の
選
出
手
続
を
変
更
す
る
こ
と
。

３

日
本
学
術
会
議
に
置
か
れ
る
部
を
七
部
か
ら
三
部
に
改
組
す
る
と
と
も
に
、
各
部
の
副
部
長
及
び
幹
事
の
選
出
手
続
を
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変
更
す
る
こ
と
。

４

日
本
学
術
会
議
に
、
幹
事
会
を
置
く
こ
と
と
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

５

日
本
学
術
会
議
に
、
日
本
学
術
会
議
連
携
会
員
（
以
下
「
連
携
会
員
」
と
い
う

）
を
置
く
こ
と
。

。

６

日
本
学
術
会
議
に
、
会
員
又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
る
常
置
又
は
臨
時
の
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

７

事
務
局
の
職
員
の
任
免
を
行
う
大
臣
を
内
閣
総
理
大
臣
に
変
更
す
る
こ
と
。

四
、
会
員
の
推
薦

日
本
学
術
会
議
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
優
れ
た
研
究
又
は
業
績
が
あ
る
科
学
者
の
う
ち
か
ら
会
員
の
候
補

者
を
選
考
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
推
薦
す
る
こ
と
。

五
、
施
行
期
日
等

１

平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
初
回
の
会
員
候
補
者
の
選
考
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
公

布
の
日
か
ら
、
所
轄
変
更
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

２

施
行
日
ま
で
の
間
に
必
要
な
読
替
え
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
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３

現
行
の
会
員
及
び
研
究
連
絡
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は
、
施
行
日
の
前
日
に
満
了
す
る
こ
と
。

４

初
回
の
会
員
候
補
者
を
選
考
す
る
た
め
に
日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
選
考
委
員
会
を
置
く
こ
と
。

５

組
織
等
に
関
す
る
引
継
規
定
を
設
け
る
こ
と
。


